
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
二
条

（
略
）

第
八
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
及
び

押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

（
傷
病
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
四
条

（
略
）

第
八
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記

名
及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
〜
８

（
略
）

４
〜
８

（
略
）

（
出
産
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

（
出
産
手
当
金
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
七
条

（
略
）

第
八
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
助
産
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
第
一
号
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
助
産
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記

名
及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
特
定
疾
病
の
認
定
の
申
請
等
）

（
特
定
疾
病
の
認
定
の
申
請
等
）

第
九
十
九
条

（
略
）

第
九
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
及
び

押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
〜
９

（
略
）

４
〜
９

（
略
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
百
八
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久





（
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

一

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
附
則
様
式
第
一
、
附
則
様
式
第
二
、
附
則
様
式
第

四
、
附
則
様
式
第
五
、
附
則
様
式
第
七
、
附
則
様
式
第
八
、
別
記
様
式
第
一
の
三
及
び
別
記
様
式
第
一
の
四

二

狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
別
記
様
式
第
四

三

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十

二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
様
式
第
一
号
（
表
面
）、
様
式
第
一
号
の
二
（
表
面
）
及
び
様
式
第
二
号
（
表
面
）

四

福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
別

記
様
式
第
一

五

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二

号
六

厚
生
労
働
省
関
係
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
厚

生
労
働
省
令
第
百
五
十
三
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
八
ま
で

七

臨
床
研
究
法
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
七
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
五
（
第
一
面
）
ま

で
、
様
式
第
七
か
ら
様
式
第
十
二
（
第
一
面
）
ま
で
及
び
様
式
第
十
三

（
死
体
解
剖
保
存
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

死
体
解
剖
保
存
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
号
書
式
か
ら
第
三
号
書
式
ま
で
の
書
式
中
「
㊞
」
を
削
る
。

第
四
号
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
書
式
中
「
㊞
」
を
削
る
。

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
記
第
八
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
四
号
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
九
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

一

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）
別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
二
号
様
式
の
二
、
別
記
第
二
号
様
式
の
三
、
別
記
第
三
号
様
式
の
二
、
別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
十
号

様
式
か
ら
別
記
第
十
二
号
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
十
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
八
号
様
式
ま
で

二

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
）
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で

三

旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
事
実
調
査
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
五
十
七
号
）
別
記
様
式

四

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
様
式
第
一

五

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
別
記
様
式

六

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
労
働
省
令
第
三
号
）
様
式
第
三
号

七

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で

八

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
号
）
別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
三
ま
で

九

健
康
増
進
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
七
号
）
附
則
様
式
第
一
号
か
ら
附
則
様
式
第
一
号
の
三
ま
で

十

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
九
号
）
の
う
ち
別
記
第
一
号
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
別
記
第
二
十
号
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改

正
規
定

（
診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



第
十
六
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
七
号
の
三
か
ら
様
式
第
九
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
歯
科
技
工
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

歯
科
技
工
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
申
請
書
等
の
記
載
事
項
）

（
申
請
書
等
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条
の
二

第
三
条
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
及
び
前
条
の
申
請
書
又
は
届
書
に
は
、
申
請
者
又
は

届
出
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
二

第
三
条
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
の
二
ま
で
及
び
前
条
の
申
請
書
又
は
届
書
に
は
、
申
請
者
又
は

届
出
人
の
住
所
及
び
申
請
又
は
届
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
頭
に
よ
る
請
求
）

（
口
頭
に
よ
る
請
求
）

第
四
十
条

（
略
）

第
四
十
条

（
略
）

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
い
て
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
を
作
成
し
、
こ

れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
い
て
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
を
作
成
し
、
こ

れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
記
名
押
印
又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
契
約
の
申
込
み
）

（
契
約
の
申
込
み
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
退
職
金
共
済
契
約
申
込
書
に
は
、
共
済
契
約
の
申
込
み
が
当
該
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
る
者
の

意
に
反
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
旨
を
記
載
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
退
職
金
共
済
契
約
申
込
書
に
は
、
共
済
契
約
の
申
込
み
が
当
該
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
る
者
の

意
に
反
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
証
す
る
た
め
そ
の
者
の
押
印
又
は
署
名
を
受
け
、
か
つ
、
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
届
出
等
の
記
載
事
項
）

（
届
出
等
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条

こ
の
章
の
規
定
に
よ
つ
て
提
出
す
る
届
書
、
申
出
書
又
は
申
請
書
に
は
、
被
保
険
者
、
申
出
者
又
は

第
三
号
被
保
険
者
若
し
く
は
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
配
偶
者
の
氏
名
に
振
り
仮
名
を
付
し
、
か
つ
、

届
出
、
申
出
又
は
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

こ
の
章
の
規
定
に
よ
つ
て
提
出
す
る
届
書
、
申
出
書
又
は
申
請
書
に
は
、
被
保
険
者
、
申
出
者
又
は

第
三
号
被
保
険
者
若
し
く
は
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
の
配
偶
者
の
氏
名
に
振
り
仮
名
を
付
し
、
か
つ
、

届
出
、
申
出
又
は
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
請
求
書
等
の
記
載
事
項
）

（
請
求
書
等
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条

こ
の
款
の
規
定
（
第
十
八
条
の
二
を
除
く
。）に
よ
つ
て
提
出
す
る
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に

は
、
請
求
、
申
請
又
は
届
出
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

こ
の
款
の
規
定
（
第
十
八
条
の
二
を
除
く
。）に
よ
つ
て
提
出
す
る
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に

は
、
請
求
、
申
請
又
は
届
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
等
の
記
載
事
項
）

（
届
出
等
の
記
載
事
項
）

第
七
十
九
条

第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
及
び
第
七
十
五
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
六
ま
で
の
届
書
、
申
請

書
、
申
込
書
又
は
申
出
書
に
は
、
届
出
、
申
請
、
申
請
の
委
託
、
申
込
み
又
は
申
出
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
九
条

第
七
十
一
条
、
第
七
十
一
条
の
二
及
び
第
七
十
五
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
六
ま
で
の
届
書
、
申
請

書
、
申
込
書
又
は
申
出
書
に
は
、
届
出
、
申
請
、
申
請
の
委
託
、
申
込
み
又
は
申
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記

名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
六
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
五
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
裁
定
及
び
届
出
等
）

（
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
裁
定
及
び
届
出
等
）

第
八
条

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
に
関
す
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
旧
国
民

年
金
法
施
行
規
則
第
十
六
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
（
第
一
項
第

三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。）、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十

四
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
、
第

四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
、

第
六
十
条
の
三
か
ら
第
六
十
条
の
五
ま
で
、
第
六
十
条
の
七
、
第
六
十
条
の
八
、
第
六
十
四
条
（
第
二
項
を
除

く
。）、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
六
項
、
第
六
十
六
条
、
第
八
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

八
十
五
条
、
第
八
十
六
条
（
第
二
項
を
除
く
。）並
び
に
様
式
第
三
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
に
関
す
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
旧
国
民

年
金
法
施
行
規
則
第
十
六
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
（
第
一
項
第

三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。）、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十

四
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
、
第

四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
、

第
六
十
条
の
三
か
ら
第
六
十
条
の
五
ま
で
、
第
六
十
条
の
七
、
第
六
十
条
の
八
、
第
六
十
四
条
（
第
二
項
を
除

く
。）、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
六
項
、
第
六
十
六
条
、
第
八
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第

八
十
五
条
、
第
八
十
六
条
（
第
二
項
を
除
く
。）並
び
に
様
式
第
三
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
二
十
六
条

請
求
者
、
申
出
者
、
届
出

人
又
は
申
請
者
の
氏
名
及

び
請
求
、
申
出
、
届
出
又

は
申
請
の
年
月
日
を
記
載

し
、
押
印
し
な
け
れ
ば

請
求
、
申
出
、
届
出
又
は
申
請
の
年

月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば

第
二
十
六
条

請
求
者
、
申
請
者
又
は
届

出
人
の
氏
名
及
び
請
求
、

申
出
又
は
届
出
の
年
月
日

を
記
載
し
、
押
印

請
求
、
申
請
又
は
届
出
の
年
月
日
を

記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名

（
略
）

（
略
）

第
七
十
六
条

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
調
停
案
の
受
諾
の
勧
告
）

（
調
停
案
の
受
諾
の
勧
告
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

関
係
当
事
者
は
、
調
停
案
を
受
諾
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面
を
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

関
係
当
事
者
は
、
調
停
案
を
受
諾
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
、
記
名
押
印
し
た
書
面
を
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
七
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
国
民
年
金
基
金
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
六
条

国
民
年
金
基
金
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
届
出
等
の
記
載
事
項
）

（
届
出
等
の
記
載
事
項
）

第
十
三
条

こ
の
節
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
届
書
、
申
出
書
又
は
申
請
書
に
は
、
加
入
員
又
は
申
出
者
の
氏

名
に
ふ
り
が
な
を
付
し
、
か
つ
、
届
出
、
申
出
又
は
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

こ
の
節
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
届
書
、
申
出
書
又
は
申
請
書
に
は
、
加
入
員
又
は
申
出
者
の
氏

名
に
ふ
り
が
な
を
付
し
、
か
つ
、
届
出
、
申
出
又
は
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
請
求
書
等
の
記
載
事
項
）

（
請
求
書
等
の
記
載
事
項
）

第
二
十
三
条

こ
の
節
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
は
、
請
求
、
申
請
又
は
届
出

の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

こ
の
節
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
は
、
請
求
、
申
請
又
は
届
出

の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
七
条

救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
（
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



４

法
第
二
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）が
第
一
項
の
手
続
を
代
わ
っ
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又

は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
「
提
出
代
行
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保

健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
別
及
び
名
称
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
二
十
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）が
第
一
項
の
手
続
を
代
わ
っ
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又

は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
「
提
出
代
行
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保

健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
名
称
を
冠
し
て
記
名
押
印
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
要
支
援
認
定
の
申
請
等
）

（
要
支
援
認
定
の
申
請
等
）

第
四
十
九
条

（
略
）

第
四
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
三
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
各
号
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
第
一
項
の
手
続
を
代

わ
っ
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
同

項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
「
提
出
代
行
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
別
及
び
名
称
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
三
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
各
号
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
第
一
項
の
手
続
を
代

わ
っ
て
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
同

項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
「
提
出
代
行
者
」
と
表
示
し
、
か
つ
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
又
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
名
称
を
冠
し
て
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
の
請
求
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
八
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
の
請
求
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
に
は
、
請
求
者
の
氏
名
及
び
請
求
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
に
は
、
請
求
者
の
氏
名
及
び
請
求
の
年
月
日
を
記
載
し
、
押
印

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
九
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

（
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
条

個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
あ
っ
せ
ん
案
の
提
示
）

（
あ
っ
せ
ん
案
の
提
示
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

紛
争
当
事
者
は
、あ
っ
せ
ん
案
を
受
諾
し
た
と
き
は
、そ
の
旨
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
面
を
あ
っ

せ
ん
委
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

紛
争
当
事
者
は
、
あ
っ
せ
ん
案
を
受
諾
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名
し
た
書
面

を
あ
っ
せ
ん
委
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
国
民
年
金
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
二
条

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
国
民
年
金
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
請
求
者
等
の
記
載
事
項
）

（
請
求
者
等
の
記
載
事
項
）

第
四
条

前
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
又
は
申
出
書
に
は
、
請
求
又
は
申
出
の
年
月
日
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

前
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
又
は
申
出
書
に
は
、請
求
又
は
申
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、

記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
最
終
報
告
書
）

（
最
終
報
告
書
）

第
十
七
条

試
験
責
任
者
は
、
試
験
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
最
終
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
十
七
条

試
験
責
任
者
は
、
試
験
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
最
終
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
〜
十
一

（
略
）

一
〜
十
一

（
略
）

十
二

試
験
責
任
者
の
署
名
及
び
そ
の
日
付

十
二

試
験
責
任
者
の
署
名
又
は
記
名
押
印
及
び
そ
の
日
付

十
三

第
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
信
頼
性
保
証
部
門
責
任
者
が
作
成
し
、
署
名
し
た
文
書

十
三

第
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
信
頼
性
保
証
部
門
責
任
者
が
作
成
し
、
署
名
又
は
記
名
押
印
し

た
文
書

十
四

（
略
）

十
四

（
略
）

２

試
験
責
任
者
は
、
最
終
報
告
書
を
訂
正
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
付
、
訂
正
箇
所
、
理
由
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
文
書
に
よ
り
記
録
し
、
こ
れ
を
署
名
の
上
最
終
報
告
書
と
と
も
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

試
験
責
任
者
は
、
最
終
報
告
書
を
訂
正
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
付
、
訂
正
箇
所
、
理
由
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
文
書
に
よ
り
記
録
し
、
こ
れ
を
署
名
又
は
記
名
押
印
の
上
最
終
報
告
書
と
と
も
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
八
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
作
成
に
お
い
て
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

（
作
成
に
お
い
て
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

第
七
条

別
表
第
二
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
作
成
に
お
い
て
記
載
す
べ
き
事
項
と
さ
れ
た
署
名
等
に
代
わ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認

証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
電
子
署
名
を
い
う
。）と
す
る
。

第
七
条

別
表
第
二
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
面
の
作
成
に
お
い
て
記
載
す
べ
き
事
項
と
さ
れ
た
記
名
押
印
に
代
わ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び

認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
電
子
署
名
を
い
う
。）と
す
る
。

（
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
九
条

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
請
求
書
等
の
記
載
事
項
）

（
請
求
書
等
の
記
載
事
項
）

第
十
九
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
は
、
請
求
、
申
請
又
は
届
出

の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
に
は
、
請
求
、
申
請
又
は
届
出

の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
口
頭
に
よ
る
請
求
）

（
口
頭
に
よ
る
請
求
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
を
作
成
し
、

こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
請
求
書
、
申
請
書
又
は
届
書
を
作
成
し
、

こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
記
名
押
印
又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
一
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
提
出
書
類
の
記
載
事
項
）

（
提
出
書
類
の
記
載
事
項
）

第
二
条

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
書
類
に
は
、
提
出
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
書
類
に
は
、
提
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
二
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

（
移
送
費
の
支
給
の
申
請
）

第
六
十
条

（
略
）

第
六
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名

及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
特
定
疾
病
認
定
の
申
請
等
）

（
特
定
疾
病
認
定
の
申
請
等
）

第
六
十
二
条

（
略
）

第
六
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
書
に
は
、
こ
れ
を
証
す
る
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
お
い
て
診
断
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名

及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
〜
９

（
略
）

４
〜
９

（
略
）

（
口
頭
に
よ
る
申
請
等
）

（
口
頭
に
よ
る
申
請
等
）

第
七
十
六
条

（
略
）

第
七
十
六
条

（
略
）

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
所
定
の
申
請
書
又
は
届
書
の
様
式
に
従
っ

て
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
陳
述
を
聴
取
し
た
当
該
職
員
は
、
陳
述
事
項
に
基
づ
い
て
所
定
の
申
請
書
又
は
届
書
の
様
式
に
従
っ

て
聴
取
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
陳
述
者
に
読
み
聞
か
せ
た
上
で
、
陳
述
者
と
と
も
に
記
名
押
印
又
は
署
名
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
三
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
四
条

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
認
定
）

（
認
定
）

第
十
八
条

非
入
所
者
は
、
非
入
所
者
給
与
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
受
給
資
格
及
び
非
入
所
者
給
与
金
の
額
に
つ
い
て
、
認
定
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

非
入
所
者
は
、
非
入
所
者
給
与
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
て
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
受
給
資
格
及
び
非
入
所
者
給
与
金

の
額
に
つ
い
て
、
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
届
出
）

（
届
出
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

認
定
非
入
所
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
現
況
届
を
、
毎
年
八
月
十
二
日
か
ら
九
月
十
一
日
ま
で

の
間
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

認
定
非
入
所
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
現
況
届
を
、
毎
年
八
月
十
二

日
か
ら
九
月
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
六
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
提
出
書
類
の
記
載
事
項
）

（
提
出
書
類
の
記
載
事
項
）

第
二
十
八
条

第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
請

求
書
に
は
、
提
出
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
請

求
書
に
は
、
提
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
七
条

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
表
面
）
及
び
様
式
第
二
号
（
表
面
）
中
「印

」
を
削
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
死
刑
再
審
無
罪
者
に
対
し
国
民
年
金
の
給
付
等
を
行
う
た
め
の
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
手
続
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
条

死
刑
再
審
無
罪
者
に
対
し
国
民
年
金
の
給
付
等
を
行
う
た
め
の
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
手
続
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
申
出
書
の
記
載
事
項
）

（
申
出
書
の
記
載
事
項
）

第
四
条

第
一
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
申
出
書
に
は
、
申
出
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
条

第
一
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
提
出
す
る
申
出
書
に
は
、
申
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印

又
は
自
ら
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
条

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
請
求
書
等
の
記
載
事
項
）

（
請
求
書
等
の
記
載
事
項
）

第
六
十
二
条

第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
規
定
（
第
六
条
、
第
二
十
一
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
五
十
一
条
を

除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
又
は
届
書
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
書
等
」
と
い

う
。）に
は
、
請
求
又
は
届
出
の
年
月
日
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
二
条

第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
規
定
（
第
六
条
、
第
二
十
一
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
五
十
一
条
を

除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
っ
て
提
出
す
る
請
求
書
又
は
届
書
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
書
等
」
と
い

う
。）に
は
、
請
求
又
は
届
出
の
年
月
日
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
自
ら
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
三
条

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
補
償
金
の
請
求
）

（
補
償
金
の
請
求
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類

が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
署
名
又
は
記
名
押
印
を
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

（
支
払
未
済
の
補
償
金
の
申
出
）

（
支
払
未
済
の
補
償
金
の
申
出
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類

が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
署
名
又
は
記
名
押
印
を
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
が
日
本
語
で
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
に
日
本
語
の
翻
訳
文
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
栄
養
士
法
施
行
規
則
及
び
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

栄
養
士
法
施
行
規
則
及
び
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
元
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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